
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成20年３月28日                                                

                                       岩手県人事委員会      

 委員長 及 川 卓 美  

岩手県人事委員会規則第15号 

   初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和45年岩手県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（特別の場合の昇給） 

第39条 ［略］ 

２ 勤務成績が良好である職員で第35条、第36条、第38条又は

前項の規定により難い場合等特殊な事情がある場合には、あ

らかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、

給与条例第６条第５項又は給与等条例第７条第５項の規定に

よる昇給をさせることができる。 

別表第１ 級別標準職務表（第３条関係） 

 ア 行政職給料表級別標準職務表 

（特別の場合の昇給） 

第39条 ［略］ 

２ 勤務成績が良好である職員で第35条、第38条又は前項の規

定により難い場合等特殊な事情がある場合には、あらかじめ

人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、給与条

例第６条第５項又は給与等条例第７条第５項の規定による昇

給をさせることができる。 

別表第１ 級別標準職務表（第３条関係） 

 ア 行政職給料表級別標準職務表 

 職務の級 標準的な職務 職務の級 標準的な職務 

  ［略］  ［略］ 

 ８級 (１) 本庁の室長又は担当技監の職務 

 

(２)～(４) ［略］ 

８級 (１) 本庁の副部長、室長又は担当技監の

職務 

(２)～(４) ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

イ ［略］ 

ウ 教育職給料表(１)級別標準職務表 

イ ［略］ 

ウ 教育職給料表(１)級別標準職務表 

 職務の級 標準的な職務   職務の級 標準的な職務 

  ［略］    ［略］ 

 ２級 (１) 高等学校の教諭、養護教諭又は高

度の知識経験を必要とする実習助手の

職務 

  ２級 (１) 高等学校の指導教諭、教諭、養護教

諭又は高度の知識経験を必要とする実 

習助手の職務 

  (２) 特別支援学校の教諭、養護教諭、    (２) 特別支援学校の指導教諭、教諭、 

  栄養教諭又は高度の知識経験を必要と    養護教諭、栄養教諭又は高度の知識経 

  する実習助手若しくは寄宿舎指導員の    験を必要とする実習助手若しくは寄宿 

  職務    舎指導員の職務 

  (３)～(５) ［略］    (３)～(５) ［略］ 

 ３級 (１) 高等学校又は特別支援学校の教頭

の職務 

 

 

(２) 総合教育センターの部長、室長又

  ３級 (１) 高等学校又は特別支援学校の副校

長又は教頭の職務 

(２) 高等学校又は特別支援学校の主任

指導教諭の職務 

(３) 総合教育センターの部長又は主任 



  は主任研修主事の職務 

(３) ［略］ 

(４) ［略］ 

    研修主事の職務 

(４) ［略］ 

(５) ［略］ 

  ［略］     ［略］  

 エ～ク ［略］ 

別表第２ 級別資格基準表（第４条関係） 

 ア・イ ［略］ 

ウ 教育職給料表(１)級別資格基準表 

 エ～ク ［略］ 

別表第２ 級別資格基準表（第４条関係） 

 ア・イ ［略］ 

ウ 教育職給料表(１)級別資格基準表 

 職務の級   職務の級 

 
職 種 学歴免許等 

１ 級 ２ 級 ３ 級   
職 種 学歴免許等 

１ 級 ２ 級 ３ 級

  ［略］    ［略］ 

 教頭   副校長、教

頭及び主任

指導教諭 

 教諭、養護

教諭及び栄

養教諭 

［略］   指導教諭、

教諭、養護

教諭及び栄

養教諭 

 ［略］ 

  ［略］        ［略］     

  備考１ ［略］ 

２ 教諭のうち教育職員免許法（昭和24年法律第

147号）附則第８項の規定により高等学校教諭の

一種免許状を授与された者（教育職員免許法等の

一部を改正する法律（昭和63年法律第106号）に

よる改正前の教育職員免許法附則第10項の規定

により高等学校教諭２級普通免許状を授与され

た者を含む。）に対する学歴免許等欄の学歴免許

等の区分の適用については、「大学卒」の区分に

よるものとする。この場合において、この表の職

務の級２級欄に定める必要経験年数については、

「別に定める」とされているものを除き、１年と

する。 

  備考１ ［略］ 

２ 指導教諭又は教諭のうち教育職員免許法（昭和

24年法律第147号）附則第８項の規定により高等

学校教諭の一種免許状を授与された者（教育職員

免許法等の一部を改正する法律（昭和63年法律第

106号）による改正前の教育職員免許法附則第10

項の規定により高等学校教諭２級普通免許状を

授与された者を含む。）に対する学歴免許等欄の

学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」

の区分によるものとする。この場合において、こ

の表の職務の級２級欄に定める必要経験年数に

ついては、「別に定める」とされているものを除

き、１年とする。 

 エ～ク ［略］ エ～ク ［略］ 

別表第７ 昇格時号給対応表（第22条関係） 

ア 行政職給料表昇格時号給対応表 

別表第７ 昇格時号給対応表（第22条関係） 

ア 行政職給料表昇格時号給対応表 

昇格後の号給 昇格後の号給  

 

 

 

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

２

級 

３ 

級 

４ 

級 

５

級

６ 

級 

７ 

級 

８ 

級 

９

級

10

級

 

 

 

 

 昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

２

級

３

級

４

級

５ 

級 

６ 

級 

７ 

級 

８

級

９

級

10

級

  ［略］    ［略］ 



 75 34  ［略］   75 33  ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 77 35   77 34

 78 35   78 34

 79 36   79 35

 80 36   80 35

 81 37   81 35

 82 37   82 36

 83 38   83 36

 84 38   84 36

 85 39   85 37

 86 39   86 37

 87 40   87 38

 88 40   88 38

 89 41   89 39

 90 41   90 39

 91 42   91 40

 92 42   92 40

 93 43 

 ［略］ 

  93 41

 ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 イ ［略］ 

ウ 教育職給料表(１)昇格時号給対応表 

 イ ［略］ 

ウ 教育職給料表(１)昇格時号給対応表 

 昇格後の号給   昇格後の号給 

 

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

２ 級 ３ 級 ４ 級 

  

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

２ 級 ３ 級 ４ 級 

  ［略］    ［略］ 

 50 30   50 29 

 51 31   51 30 

 52 32   52 30 

 53 33   53 31 

 54 33   54 31 

 55 34   55 32 

 56 34   56 32 

 57 35   57 33 

 58 35   58 34 

 59 36 

 ［略］ 

  59 35 

 ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 70 42   70 41 

 71 43 

 

   71 42 

 

 



 72 44   72 42 

 73 45   73 43 

 74 45   74 43 

 75 46   75 44 

 76 46   76 44 

 77 47   77 45 

 78 47   78 45 

 79 48   79 46 

 80 48   80 46 

 81 49   81 47 

 82 49   82 47 

 83 49   83 48 

 84 50   84 48 

 85 50   85 49 

 86 50   86 49 

 87 51   87 50 

 88 51 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

  88 50 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

  ［略］      ［略］   

 90 52  ［略］   90 51  ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 エ ［略］ 

オ 研究職給料表昇格時号給対応表 

 エ ［略］ 

オ 研究職給料表昇格時号給対応表 

 昇格後の号給   昇格後の号給 

 

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

  

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

  ［略］    ［略］ 

 58 30   58 29 

 59 31   59 30 

 60 32   60 30 

 61 33   61 31 

 62 33   62 31 

 63 34   63 32 

 64 34   64 32 

 65 35   65 33 

 66 35   66 33 

 67 36   67 34 

 68 36   68 34 

 69 37   69 35 

 70 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

  70 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 



 71 38   71 36 

 72 38   72 36 

 73 39   73 37 

 74 39   74 38 

 75 40 

 

  75 39 

 

  ［略］    ［略］ 

 86 46   86 45 

 87 47   87 46 

 88 48   88 46 

 89 49   89 47 

 90 49   90 47 

 91 50   91 48 

 92 50   92 48 

 93 51   93 49 

 94 51   94 50 

 95 52 

 ［略］ 

  95 51 

 ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 カ ［略］ 

 キ 医療職給料表(２)昇格時号給対応表 

 カ ［略］ 

 キ 医療職給料表(２)昇格時号給対応表 

 昇格後の号給   昇格後の号給 

 

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

２ 

級 

３ 

級 

４ 

級 

５ 

級 

６ 

級 

７ 

級 

  

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

２ 

級 

３ 

級 

４ 

級 

５ 

級 

６ 

級 

７ 

級 

  ［略］    ［略］ 

 71 42  ［略］   71 41  ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 73 43   73 42 

 74 43   74 42 

 75 44   75 43 

 76 44   76 43 

 77 45   77 43 

 78 45   78 44 

 79 45   79 44 

 80 46   80 44 

 81 46   81 45 

 82 46   82 45 

 83 47   83 46 

 84 47 

 ［略］ 

  84 46 

 ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 ク ［略］  ク ［略］ 



備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成 20年４月１日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第７の規

定は、平成 19年４月１日から適用する。 
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